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11.公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木） 

 

長 野 県  

当初制定 平成 14 年 6 月 25 日  

最終改正 平成 21 年 3 月 19 日  

 

長野県が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用の対象とな

る建設工事」は、下記の要領に基づき実施するものとする。 

 

（１）建設リサイクル法の対象工事 

１．土木工事においては、請負代金額が５００万円以上で、特定建設資材を用いた土木

工作物等に係る解体工事、または、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等

の場合に、分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けとなる。 

２．特定建設資材とは、次に掲げる建設資材をいう。 

①コンクリート 

②コンクリート及び鉄から成る建設資材 

③木材 

④アスファルト・コンクリート 

 

（２）分別解体等及び再資源化等の実施要領 

１．設計図書等における条件明示の方法 

イ、入札時、変更契約時には別紙１「施工条件明示事項」に記載し、条件明示するも

のとする。 

ロ、「施工条件明示事項」は、建設リサイクル法の適用に係わらず、全工事に適用す

る。 

ハ、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、発注

者と受注者が協議するものとする。 

２．積算上の取扱い 

イ、再生資材の単価は、県設定単価を計上する。ただし、設定単価のない地区は見積

単価により決定するものとする。 

ロ、再資源化施設の受入れ費用（処理費）は、県設定単価を計上する。 

ただし、処理施設設定単価のない施設は、見積単価により決定するものとする。 

ハ、分別解体等に要する費用及び建設資材廃棄物、建設発生土等を他の建設工事現場

及び再資源化施設等へ搬出、あるいは建設工事現場への搬入に必要となる費用（積

込み及び運搬費用）を積算基準書に基づき計上する。 

３．事前説明 

発注者は、建設リサイクル法 第 12 条第 1 項の規定による対象建設工事の届出に係

る事項について、受注しようとする者から契約前に事前説明を受けることとする。 

説明書様式は、「参考様式２（法第 12 条第 1項の規定による説明用）説明書 参照」 
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４．建設工事請負契約 

契約にあたっては、分別解体等及び再資源化等について認識を共有するため、建設

業法で定める以外の下記の項目について書面に記載しなければならない。 

・ 分別解体等の方法 

・ 解体工事に要する費用 

・ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地（特定建設資材廃棄物のみ） 

・ 再資源化等に要する費用（特定建設資材廃棄物のみ） 

５．都道府県知事への事前届出（通知書） 

イ、発注者は、特定建設資材を用いた解体工事等、または、特定建設資材を用いた新

築工事等で請負代金額 

５００万円以上の工事においては、事前届出（通知書）を提出しなければならない。 

ロ、提出先は、都道府県知事（窓口地方事務所建築課・又は商工観光建築課建築係）

とする。 

ただし、工事実施個所が、長野市・松本市・上田市の場合は各市長（市役所）に

通知書を提出する。 

通知書様式は「別紙２ 通知書 参照」 

ハ、発注者は、提出した通知書の写しを受注者に送付する。ニ、受注者は、下請があ

る場合は下請業者に対し都道府県知事等への写しを添付し告知する。 

告知書様式は、「別紙３ 告知書 参照」 

６．施工計画書における取り扱い 

イ、発注者は、「建設リサイクル法対象工事」の工事受注者には、施工計画書提出時

に下請がある場合は、告知書の写しを添付させるものとする。 

ロ、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画については、全工事について施工計

画書に含めて提出させること。また、その実績について提出させること。 

７．完了時 

イ、発注者は、「建設リサイクル法対象工事」の工事受注者に、特定建設資材廃棄物

の再資源化等が完了したときは、書面にて必要事項を報告させるとともに報告書を

発注者にて保管する。 

再資源化等報告様式は、「別紙５ 再資源化等報告様式 参照」 

８．再生資材の管理 

イ、再生資材を使用する場合は、適正な品質確保について十分注意を払うよう指導す

る。 

適正な品質が確保されないような場合は、新材、購入土の使用を検討し、設計変

更により対応することとする。 

９．実施要領の適用 

この実施要領は、平成 21 年 4 月 1 日から適用するものとする。 
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特定建設資材の範囲は、以下のとおりとする。 

分類 例示 

特定建設資材であるもの 木材（繊維板等を含む）、コンクリート、ア

スファルト・コンクリート等 

特定建設資材ではないもの モルタル、アスファルト・ルーフィング等 
 

（具体例） 

資材名 規格 判定 特定建設資材 

ＰＣ版 JIS A 5372 ○ コンクリート及び鉄

から成る建設資材 

無筋コンクリート、有筋コンクリート  ○ コンクリート 

コンクリートブロック JIS A 5406 ○ コンクリート 

コンクリート平板・Ｕ字溝等二次製品  ○ コンクリート、コン

クリート及び鉄から

成る建設資材 

コンクリート製インターロッキングブロック  ○ コンクリート 

間知ブロック  ○ コンクリート 

テラゾブロック JIS A 5411 ○ コンクリート 

軽量コンクリート  ○ コンクリート 

セメント瓦 JIS A 5401 ×  

モルタル  ×  

ＡＬＣ版 JIS A 5416 ×  

窯業系サイディング（押し出し形成版） JIS A 5422 ×  

普通れんが JIS R 1250 ×  

繊維強化セメント板（スレート） JIS A 5430 ×  

粘土瓦 JIS A 5208 ×  

タイル  ×  

改質アスファルト舗装  ○ アスファルト・コン

クリート アスファルト・ルーフィング  ×  

木材  ○ 木材 

合板 JAS ○ 木材 

パーティクルボード JIS A 5908 ○ 木材 

集成材（構造用集成材） JAS ○ 木材 

繊維板（インシュレーションボード） JIS A 5905 ○ 木材 

繊維板（ＭＤＦ） JIS A 5905 ○ 木材 

繊維板（ハードボード） JIS A 5905 ○ 木材 

木質系セメント板（木毛・木片） JIS A 5404 ×  

竹  ×  

樹脂混入木質材（ハウスメーカー製品）  ×  

○：特定建設資材 

×：特定建設資材ではないもの 
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別紙 ２ 

 

通 知 書 
平成  年  月  日 

                様 

 

（工事発注者）発注者職氏名： 

 

住    所： 

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 11 条の規定により、下記のとおり通知します。 

記 

所 属 名  

担当者職・氏名  

連

絡

先 電 話 番 号  

工事の名称  

工事の場所  

工事の概要 工事の種類 

 □建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事 

 □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

 □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（           ）注１

工事の規模 

 建築物に係る解体工事       用途    、階数   、工事対象床面積   ㎡ 

建築物に係る新築又は増築の工事  用途    、階数   、工事対象床面積   ㎡ 

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

用途   、階数   、請負代金   万円（税込）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等    請負代金   万円（税込）

工 
 

事 

の 

内 
 

容 
工 期 平成   年   月   日～平成   年   月   日（着手予定日：平成   年   月   日）

会 社 名  
主任技術者、監理技術
者又は技術管理者 

所 在 地 〒 

業 者 登 録 建設業
番 号： 
年月日： 

解体工事業
番 号： 
年月日： 

 
氏名： 
番号： 

請 

負 

者 

電 話 番 号     －    －   （内線） FAX  

※ 受付番号              

注１）建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。 

（例：舗装、築堤、土地改良等） 
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別紙 ３

告 知 書

平成 年 月 日

（下請負人）

様

（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）氏名

（郵便番号 － ）電話番号 － －

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第２項の規定により、対象建設

工事の届出に係る事項について告知します。

記

１、添付資料

①通知書（必要事項を記載したもの）

②別表（別紙１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）

□別表１ （建築物に係る解体工事）

□別表２ （建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））

□別表３ （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））

③その他の添付資料（添付する場合）

□案内図

□工程表

〔注］本様式は下請負人に対して告知することにあたり、書面で行う場合の標準様式を

参考として示すものである。
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（参考様式２）（法第 12 条第 1 項の規定による説明用） 

 

説  明  書 

 

平成  年  月  日

 

（発注者） 

            様 

 

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）             

（郵便番号   －    ）    電話番号    －    －   

住所                               

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 1 項の規定により、対象建設工

事の届出に係る事項について下記のとおり説明します。 

 

 

記 

 

 １ 説明内容 添付資料のとおり 

 

 ２ 添付資料  

 

（１） 届出書（様式第一号に必要な事項を記載したもの） 

 

（２） 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□ 別表１（建築物に係る解体工事） 

□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

 

（３） その他別添資料（添付する場合） 

□ 案内図 

□ 工程表 
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（様式第一号） （Ａ４）

知事 平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　市区町村長　殿

　　　　　　　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ
　 発注者又は自主施工者の氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　印

　　（郵便番号　　　－　　　）電話番号　　　－　　　－

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･
　　（郵便番号　　　－　　　）電話番号　　　－　　　－

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･
　　　

　　□建築物に係る解体工事　　　　　　　用途　　　　　、階数　　　　　、工事対象床面積の合計　　　　m2

　　□建築物に係る新築又は増築の工事　　用途　　　　　、階数　　　　　、工事対象床面積の合計　　　　m2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用途　　　　　、階数　　　　　、請負代金　　　　　　万円

　④請負・自主施工の別：□請負　□自主施工

　　ﾌﾘｶﾞﾅ

　　（郵便番号　　　－　　　）電話番号　　　－　　　－

　③許可番号（登録番号）
　　□建設業の場合

　　　建設業許可　　　　　　　□大臣□知事（　　－　　）　　　　　　　号　（　　　　　工事業）

　　□解体工事業の場合

　　（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）

　　平成　　年　　月　　日

　　  建築物に係る解体工事については別表１
　  　建築物に係る新築工事等については別表２
　  　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表３
　  により記載すること。

５．工程の概要
（工事着手予定日）　平成　　年　　月　　日

（工事完了予定日）　平成　　年　　月　　日

（できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。）

（注意）

１　□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

２　記名押印に代えて、署名することができる。

３　届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。

　②住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

　　　技術管理者氏名　　　　　　　　　　　　･

　①工事の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

　②工事の場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

　③工事の種類及び規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの　

　　　解体工事業登録　　　　　　　知事　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．対象建設工事の元請業者から法第12条第１項の規定による説明を受けた年月日

４．分別解体等の計画等

※受付番号　　　　　　　　　　　･

　　　主任技術者（監理技術者）氏名　　　　　　　　　　･

届　出　書

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

２．元請業者（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）

　　□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等　　請負代金　　　　　　万円

１．工事の概要

（転居予定先）

記

　①氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）　　　　　　　　　                         。
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別表３ （Ａ４）

仮設工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

作業場所

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

□有
（　　　　　　　　　　　　）
□無

通学路　□有　□無

トン □⑤　□⑥

工程 作業内容

①仮設

障害物　□有（　　　）　□無

種類

トン

□建設発生木材

搬出経路

□①　□②　□③　□④

□　手作業

□⑤　□⑥

④本体構造

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工作物の状況

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校周辺状況

□　手作業

その他（　　　　　　　　　）

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

□　手作業

□コンクリート塊

⑤本体付属品

その他

特定建設資材への付着
物（解体・維持・修繕工事
のみ）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

□アスファルト・コンクリート　□木材

作業場所　□十分　□不十分

工作物に関
する調査の
結果

□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事
□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　）

量の見込み

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　手作業

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

②土工

その他（　　　　　　　　　）

□　手作業③基礎

使用する部分又は発生が見
込まれる部分（注）
□①　□②　□③　□④

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工作物の構造
（解体工事のみ）

□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の
見込み（全工事）並びに特定建設資材
が使用される工作物の部分（新築・維
持・修繕工事のみ）及び特定建設資材
廃棄物の発生が見込まれる工作物の部
分（維持・修繕・解体工事のみ） □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

トン

⑥その他　　　　　　　　　　　（
）

□　手作業

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ） 　　　　　　　　　トン

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

□⑤　□⑥
□①　□②　□③　□④

備考

N1000039
長方形
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必要事項の「工作物の構造」「工事の種類」「使用する特定建設資材の種類」が記載されていればよい。（別表３）分別解体等の計画等の提出を求めているものではない。
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別紙 ５

再 資 源 化 等 報 告 書

平成 年 月 日

（発注者）

様

氏名 ）（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名

（郵便番号 － ）電話番号 － －

住所

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとお

り、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

１、工事の名称

２、工事の場所

３、再資源化等が完了した年月日 平成 年 月 日

４、再資源化等をした施設の名称及び所在地

（書ききれない場合は別紙に記載）

特定建設資材廃棄物 施設の名称 所在地

の種類

５、特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）

（参考資料を添付する場合の添付資料）※資源有効利用促進法に定められた一定規模以

上の工事の場合など

□再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）

□再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）

N1000039
テキストボックス
G17-33



          　　　 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」　　　チェックリスト (参　考　資　料）

平成21年4月1日

番 建設リサイクル法にて 義務づけではないが実施する
号 義務づけられている事項 事　　項

【基本事項】 請負額５，０００千円以上工事適用 請負額５，０００千円未満工事適用

1 入札時の条件明示 □請負契約書に記載するための □建設発生土・特定建設資材・産業 ◎担当者：工事担当者
条件明示をする。 廃棄物がある場合条件明示をする。

2 事前説明 □建設リサイクル法第12条-1項の規定に基づく
（建設ﾘｻｲｸﾙ法１２条ー１項） 届け出に係る軸について、受注しようとする者

から契約前に事前説明を受ける。
参考様式２

3 建設工事請負契約書 ・ 契約書に下記の事項を記載する。 ☆担当者：工事事務係
（建設ﾘｻｲｸﾙ法１３条） □分別解体の方法。

□解体工事に要する費用。
□再資源化等をする施設の名称及び所在地。
□再資源化等に要する費用。

4 都道府県知事への通知書 □発注者は、都道府県知事等に通知書を ◎担当者：工事担当者
（建設ﾘｻｲｸﾙ法１１条・ 提出する。
１２条ー２項） □受注者は、下請がある場合は、下請業者

に通知書を添付し告知する。

5 施工計画時 □受注者は、分別解体の計画書を作成し □受注者は、分別解体の計画書を作成し ◎担当者：工事担当者
施工計画書提出時に提出し、発注者に 施工計画書提出時に提出し、発注者に
説明する。 説明する。

□下請がある場合は、告知書の写しを添付
する。

6 変更契約書 □請負金額等に変更が生じた場合。 □請負金額等に変更が生じた場合。 ☆担当者：工事事務係
（建設ﾘｻｲｸﾙ法１３条） □分別解体等の金額に変更が生じた場合。

7 完了時 □受注者は、特定建設資材廃棄物の □受注者は、特定建設資材廃棄物の ☆担当者：工事担当者
（建設ﾘｻｲｸﾙ法１８条） 再資源化が完了したときは、発注者 再資源化が完了したときは、発注者

に再資源化等報告書にて報告する に施工協議書にて報告し保存する。
と共に保存する。

しゅん工書類必要として
添付

項　　　　　目 備　　　　考

しゅん工書類必要として
添付

しゅん工書類必要として
添付

現ー７－３５
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